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介護保険サービス量の
見込みについて



人口推計の修正について

後期高齢者の推計値から男女各２００人
を減じることで調整することとした。
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平成１７年１０月１日の推計人口と実績



男 65～74歳

4,036 4,104 4,173 4,241

男 75歳以上(修正後)
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3,2603,176

女 65～74歳
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女 75歳以上(修正後)
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5,881

6,065

男 75歳以上(修正前)

3,208 3,292 3,376 3,460

女 75歳以上(修正前)
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人口推計の修正について

←実績 推計→



要介護認定者数等の
推計について



要介護認定者数の推計
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認定率（予防実施）

予防なしの場合

予防実施の場合



要介護認定者数の推計

875859838

認 定 率

合 計

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援

現行

256253246242235215129670---
予防の効果見込み

（予防なしー予防実施）

4,0983,9853,8713,7573,6433,5343,4243,3143,148---予防なしの場合
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地域支援事業の対象者数と予防効果の推計

○地域支援事業の実施

○新予防給付の実施

■ 要支援・要介護状態に陥るおそれのある者（高齢者人口の
５％程度）を対象として地域支援事業を実施
（※）平成１８年度は３％程度、平成１９年度は４％程度を対象とする

■ 地域支援事業を実施した高齢者のうちの２０％について、
要支援・要介護状態となることを防止
（※）平成１８年度は１２％程度、平成１９年度は１６％程度を防止する

■ 要支援者（現行の要支援及び要介護１の一部）を対象として、
新予防給付を実施

■ 現行の要支援・要介護１の人数のうちの１０％について、要
介護２以上への移行を防止
（※）平成１８年度は６％程度、平成１９年度は８％程度を対象とする



地域支援事業対象者数と予防効果の推計

20.0%20.0%20.0%20.0%20.0%20.0%20.0%16.0%12.0%④
地域支援事業により要支援・

要介護へ移行しない割合

⑪

⑩

⑨

⑧

⑦

⑥

⑤

③

②

①

要介護２～５の人数

（予防実施）（⑩－前年の⑨）

要介護２～５の人数

（予防しない場合）

新予防給付により悪化しない人数

（⑦×⑧）

新予防給付により悪化しない割合

要支援１～２・要介護１の人数

（予防実施）（⑥－前年の⑤）

（新予防給付の対象者）

要支援１～２・要介護１の人数

（予防しない場合）

地域支援事業により

悪化しない人数（③×④）

地域支援事業対象者の割合

高齢者人口（推計）

4,0983,9853,8713,7573,6433,5343,4243,3143,148

2,218 2,149 2,081 2,012 1,944 1,881 1,818 1,754 1,661 

180175 171 166 162 160 160 127 89 

地域支援事業対象者（①×②） 1,308 1,284 1,261 1,237 1,211 1,174 1,071 806 545 
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参酌標準の達成可能性について



○介護保険３施設及び介護専用の居住系サービスの適正な整備

平成16年度
要介護認定者数（要介護２～５）に対す
る施設・居住系サービス利用者の割合は
４１％

平成２６年度

３７％以下

（平成16年度よりも１割引下げ）

○介護保険３施設利用者の重度者への重点化

平成16年度
入所施設利用者全体に対する要介護 ４，
５の割合は５９％

平成２６年度

７０％以上

平成２６年度

・３施設の個室割合 ５０％以上

・特養の個室割合 ７０％以上

○介護保険３施設の個室ユニット化の推進

平成16年度
・３施設の個室割合は１２％
・介護老人福祉施設（特養）の個室の
割合は１５％

【これからの整備のイメージ（全国推計）】

要介護２～５

210万人

290万人

320万人（自然体）

４１％

介護予防効果10％

３７％

平成16年度 平成26年度

（参考）

自然体（320万人）に対して

１／３←

108万人

87万人

（※）介護専用の居住系サービス：認知症高齢者グループホーム・介護専用型の特定施設

介護保険３施設
＋

居住系サービス

○多様な「住まい」の普及の推進

・ 高齢者単身世帯の増加
・ 都市部の高齢化の急速な進行
・ 高齢期の住み替えに対するニーズ

多様な「住まい」の普及
→ 高齢者が安心して暮らせるよう、介護
が付いている住まいを適切に普及

参酌標準について



参酌標準の達成可能性について①
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介護老人保健施設

介護療養型医療施設

グループホーム

要介護２～５の
認定者数

４３．８％
入所者が増えないと仮定

しても達成は困難

４３．８％
入所者が増えないと仮定

しても達成は困難

要介護２～５の認定者数

施設・介護専用居住系サービス利用者数

目標① ＝３７％平成２６年度に

以下

５０．２％５０．２％
定員合計



参酌標準の達成可能性について②
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徐々に重度化していけば

達成可能

７０．０％
徐々に重度化していけば

達成可能

施設入所者数(全体）

要介護４・５の施設入所者数目標② ＝７０％平成２６年度に
以上

６３．５％６３．５％



参酌標準の達成可能性について③
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個室ユニット化された定員数
目標③ ＝５０％平成２６年度に

５０．０％
定員を増やさない場合
３３３人分整備が必要

５０．０％
定員を増やさない場合
３３３人分整備が必要

以上

１４．１％１４．１％

※対象施設
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護療養型医療施設

３３３人分



参酌標準の達成可能性について④
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個室ユニット化された定員数
目標④ ＝７０％

平成２６年度に

７０．０％
定員を増やさない場合
１２９人分整備が必要

７０．０％
定員を増やさない場合
１２９人分整備が必要

以上

３５．１％３５．１％

※対象施設
介護老人福祉施設

介護老人福祉施設の

１２９人分



サービス量の推計の考え方



介護給付費推計の前提要件

利用形態などから仮定して設定
現状の利用率をベースに自然増を
見込む

利用率

利用形態などから仮定して設定現状の利用回数が継続すると仮定利用回数等

各年度人口推計結果に平成１６年度の性別年齢別認定率をかけて各年度
の認定者数を推計する

地域支援事業及び新予防給付の効果を見込んだ要介護者数を推計した

認定者数

単価が未定であるので既存の類似
サービスから想定される報酬水準を
念頭に仮に設定した

新しい単価が未定のため現行の一
人あたり単価を使って計算する

報酬単価

新サービス現行サービス

平成１８年４月から新しい報酬単価になる
新しい報酬単価を反映させて再度計算する必要がある



サービス量の推計の考え方①

• 各サービスの利用率

– １５・１６年度の利用率の平均値を基本とした

– 利用率の伸びは鈍化すると仮定した

高齢者人口の増加による要介護認定者
の自然増による給付の増加を基本とする



サービス量の推計の考え方②

• 特別に考慮を加えたサービス

– 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
• 空きユニットが順次オープン

在宅の要介護認定者が入所すると予想される

２０人増２０人増１８人増人数

２０１９１８年度



サービス量の推計の考え方③

• 特別に考慮を加えたサービス（つづき）

– 介護老人保健施設
• 施設が比較的少ない近隣市に新施設がオープン

• 市外から加賀市の施設に入所している人が地元の施設に移
る可能性大きい

• 空いた市内施設へ加賀市の要介護認定者が入所する可能
性大きい

４０人増４０人増３６人増人数

２０１９１８年度



サービス量の推計の考え方④

• 特別に考慮を加えたサービス（つづき）

– 認知症対応型共同生活介護（グループホーム）

• 地域密着型サービスへ移行するため市外から加賀市内のグ
ループホームへ入居している人は加賀市へ転入しなければ
原則としては利用継続できない

• 市内の入所定員（１７７人）のすべてを加賀市の要介護認定
者が利用すると仮定

１７７人１７７人１７７人人数

２０１９１８年度



給付費の推計
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※平成１５・１６年度は実績。平成１７年度は前半実績からの推計。平成１８～２０年度は推計

地域支援事業



地域支援事業の費用額について

5,114,066,485円4,976,778,289円4,778,485,672円
標準

給付費

標準給付費の3.0%

153,420,000円

標準給付費の2.3%
114,460,000円

標準給付費の2.0%

95,560,000円

地域支
援事業
の費用

２０１９１８年度

各年度の標準給付費（居宅サービス・施設サービス・地域
密着型サービス・新予防給付・高額介護サービス費）の決
められた割合に相当する額を地域支援事業の事業費に当
てることができる



合
計

給付費の推計について

8,012,946円7,374,318円6,735,576円審査手数料

標準給付費の3.0%

153,420,000円

標準給付費の2.3%

114,460,000円

標準給付費の2.0%

95,560,000円

地域支
援事業
の費用

5,275,499,431円5,098,612,607円4,880,781,248円合計

5,114,066,485円4,976,778,289円4,778,485,672円
標準

給付費

２０１９１８年度

15,254,893,286円



新しいサービスの整備について



小規模多機能型居宅介護のイメージ

基本的な考え方：「通い」を中心として、要介護者の様態や希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」を

組み合わせてサービスを提供することで、在宅での生活継続を支援する。

基本的な考え方：「通い」を中心として、要介護者の様態や希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」を

組み合わせてサービスを提供することで、在宅での生活継続を支援する。

利用者の自宅

様態や希望により、
「訪問」

地域の他のケア資源や
地域包括支援センター

との連携

管理者等の研修
外部評価・情報開示

地域に開かれた透明な運営

サービス水準・職員の資質の確保

小規模多機能型居宅介護事業所 併設事業所で
「居住」

在宅生活の支援

「訪問」

「居住」

○グループホーム

○小規模な介護専用型
の特定施設

○小規模介護老人福祉
施設（サテライト特養等）

○有床診療所 等

人員配置は固定にせず、
柔軟な業務遂行を可能に。

様態や希望に
より、「泊まり」

＋ （併設）

○「通い」の利用者１５名程度

○１事業所の登録者は２５名程度

○「泊まり」は「通い」の利用者に限定

○「泊まり」の利用は５名までを基本

○どのサービスを利用しても、なじみ
の職員によるサービスが受けられる。

○小規模多機能型居宅
介護事業所と連続的、
一体的にサービス提供

○職員の兼務を可能に。

「通い」を中心
とした利用



新しいサービスの整備①

• 新しく整備することが考えられるサービス

– 小規模多機能型居宅介護
• 地域密着型サービスとして新設

• 認知症の要介護認定者の比較的多い日常生活圏域に順次
整備すると仮定

１か所１か所１か所整備数

３か所２か所１か所事業所数計

７５人５０人２５人利用者

２０１９１８年度



認知症高齢者の状況（人数）

200

100

0

100

200

300

認
知
症
高
齢
者
の
人
数

Ｍ 2 4 2 3 2

Ⅳ 21 17 20 4 14

Ⅲ 71 66 43 36 47

Ⅱ 155 144 98 90 133

Ⅰ 147 125 117 115 53

大聖寺 山代 橋立・片山津 東和 山中

（平成１７年１０月１日現在、施設入所者を除く）

・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上に着目し人数を集計
・大聖寺圏域と山代圏域で多くなっている

249
231

163
133

196

147
125 117 115

53



認知症高齢者の状況（割合）

80%

60%

40%

20%

0%

20%

40%

60%

各
認
知
症
度
の
割
合

Ｍ 2 4 2 3 2

Ⅳ 21 17 20 4 14

Ⅲ 71 66 43 36 47

Ⅱ 155 144 98 90 133

Ⅰ 147 125 117 115 53

自立 211 169 150 116 95

大聖寺 山代 橋立・片山津 東和 山中

（平成１７年１０月１日現在、施設入所者を除く）

・認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上に着目し割合で集計
・山中圏域で認知症高齢者の割合が高くなっている

56.9%

36.5%37.9%
44.0%41.0%



※位置は目安であり正確ではありません

湖北

金明橋立
片山津

動橋

分校

作見

大聖寺

三木
塩屋

三谷

南郷

山代
東谷口

勅使

庄

30

15

40

15

30

30 30

30

20

15 通所介護

27

9

18
9

189

9

グループホーム

9

15

10 ショートステイ

30

数字は定員

10接しているマークは
併設または隣接して
いることを表しています

サービス分布（小規模多機能型居宅介護と類似したもの）

山中
20

30

25

18

18

18

10

9

10

5

10



小規模多機能型居宅介護の整備

• 認知症の要介護認定者の多い圏域

• 認知症向けサービスの供給の少ない圏域

– 大聖寺圏域

– 山代圏域

– 山中圏域

• これらの圏域に各年度１か所づつ整備す
ることが考えられるがどうか



新しいサービスの整備②

• 新しく整備することが考えられるサービス

– 認知症対応型通所介護
• 地域密着型サービスとして創設

• １８年度中に既存施設等と併設で整備

• 定員１５人を３か所程度整備すると仮定

０か所０か所３か所整備数

３か所３か所３か所事業所数計

４５人４５人２２人利用者

２０１９１８年度



新しいサービスの整備③

• 新しく整備することが考えられるサービス

– 地域密着型介護老人福祉施設
（いわゆるサテライト特養）

• 地域密着型サービスとして新設

• 既存の特養から定員を切り出す形で街中に整備

• １９年度より定員２９人を２か所程度と仮定

０か所２か所０か所整備数

２か所２か所０か所事業所数計

５８人５８人０人利用者

２０１９１８年度



５０人５０人１００１００
人人

多床室多床室44人部屋で人部屋で100100人定員人定員

ユ
ニ
ッ
ト

ユユ
ニニ
ッッ
トト

ユ
ニ
ッ
ト

1010

人人

ユニットケアユニットケア

多床室を個室ユニットケア型に改修し、小規模の特別多床室を個室ユニットケア型に改修し、小規模の特別
養護老人ホーム（個室ユニット型）を街中に整備し、養護老人ホーム（個室ユニット型）を街中に整備し、
本体施設と一体的に運営本体施設と一体的に運営

小規模（定員小規模（定員2929人以下）特別養護老人ホーム人以下）特別養護老人ホーム

特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム 施設機能の地域展開

個室ユニット個室ユニット1010人程度人程度××７ユニット７ユニット

改修改修

個室ユニット個室ユニット99人程度人程度××３ユニット３ユニット

街中街中

一部をサテライト化一部をサテライト化
ユユ
ニニ
ッッ
トト

ユユ
ニニ
ッッ
トト

ユユ
ニニ
ッッ
トト

街中以外街中以外

地域との交流地域との交流


